
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  過去の残業代の精算と社会保険料 

Ｑ：当社の取引先で、過去の残業代を従業

員に払ったところがあります。この場合、社

会保険料の取扱いは、どのようになるのです

か？  

 

Ａ：算定基礎(４月から６月)に影響がある

場合には、保険料を精算しなければならない

ケースもあります。 

【解説】 

社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)

は、毎年４月から６月までの給与(残業代など

の手当を含みます)の平均額を基準として、標

準報酬月額を算出(算定基礎といいます)し、

その標準報酬月額に基づいた保険料を９月か

ら翌年８月にかけて月払いする仕組みになっ

ています。 

そして、７月以後に給与改定があった場合

には、改定月以後３月間の平均給与の額を基

準に保険料を算出し、その料率が２等級以上

変動した場合には、その算出した保険料の額

をその４月目から翌年８月まで月払いするこ

とになります。 

したがって、４月から６月までの期間にお

ける残業代の未払いがあり、それを精算した

という場合には、その残業代を加えた金額を

もとに標準月額報酬を算出し直し、その額が、

既に計算した標準月額報酬と差が生じている

ときは、その差額の合計額を、その残業代を

支払った日以後に一括して納付することとな

ります。 
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